
室
町
殿
若
宮
八
幡
宮
参
詣
絵
巻

ー
将
軍
の
参
詣
風
景
ー

Ⅰ
、
第
１
場
面
ー
将
軍
の
行
粧
風
景
（
門
前
か
ら
四
足
門
ま
で
）

第
１
～
６
紙

１
、
門
前
の
従
者
た
ち
（
前
半
部
）

し
ょ
う
ば
ん
し
ゅ
う

①
御
相
伴
衆

騎
馬

お
と
も
し
ゅ
う

②
御
供
衆

騎
馬

（
リ
ー
ダ
ー
を
御
剣
役
人
と
い
う
）

ど
う
ぼ
う
し
ゅ
う

③
同
朋
衆

騎
馬
、
徒
歩

は
し
り
し
ゅ
う

④
御
走
衆

徒
歩

こ
も
の

⑤
御
小
者

徒
歩

２
、
将
軍
と
扈
従
者
た
ち

お
り

え

ぼ

し

ひ
た
た
れ

き
ゃ
は
ん

あ
し
な
か

①
折
烏
帽
子
、
直
垂
、
脚
半
、
足
半
、

二
人

御
厩

者

う
ま
や
も
の

そ
く
は
つ

す
お
う

②
束
髪
、
素
襖
、
脚
半
、
足
半

六
人

御
小
者

こ

も

の

た
て

え

ぼ

し

か
り
ぎ
ぬ

③
立
烏
帽
子
、
狩
衣
、
草
履

一
人

将
軍

④
立
烏
帽
子
、
直
垂
、
草
履

一
人

相

伴

衆

し
ょ
う
ば
ん
し
ゅ
う

⑤
剃
髪
、
素
襖
袴
、
脚
半
、
足
半

三
人

同

朋

衆

ど
う
ぼ
う
し
ゅ
う

⑥
折
烏
帽
子
、
素
襖
、
小
袴
、
脚
半
、
足
半

四
人

御
供
衆

お
と
も
し
ゅ
う

⑦
折
烏
帽
子
、
素
襖
、
小
袴
、
脚
半
、
足
半

七
人

御

走

衆

お
ん
は
し
り
し
ゅ
う

よ

の
は
か
ま

⑧
小
袖
、
四
幅
袴
、
半
袴
、
（
肩
衣
）
、
足
半

十
八
人

中

間

ち
ゅ
う
げ
ん

Ⅱ
、
第
３
場
面
ー
将
軍
の
御
殿
参
拝

第

～

紙

12

16

Ⅲ
、
第
２
場
面
ー
社
頭
の
風
景

第
７
～

紙
11

①
人
物

②
建
物

四
足
門
、
御
供
所
、
鐘
楼
、
神
護
寺
（
神
宮
寺
か
）
、
経
蔵
、
石
清
水
社
、

公
文
所
、
宝
塔
、
松
童
社
、
高
良
社
、
稲
荷
社
、
夷
社
、
十
禅
師
社
、
楼
門

Ⅳ
、
図
像
の
精
度

①
返
し
股
だ
ち

②
辻

固

つ
じ
が
た
め

①
長
小
結
の
烏
帽
子

な
が

こ

ゆ
い

１
〔
供
立
之
日
記
〕

と

も

だ

ち

の

に

っ

き

ぞ
う
し
き

小
者

小
者

弓
袋

雑
色

中
間

中
間

ぼ
う

う
ま
や
の
も
の

小
者

房

馬
上

厩
者

笠
持

小
者

小
者

中
間

中
間

中
間

中
間

２
〔
大

曲

覚

書
〕

お
お
ま
が
り
お
ぼ
え
が
き

か
せ
ん

く
ら
お
お
い

は
ん
ば
か
ま

か
ぶ
き
も
ん

御
供
衆
ノ
位
ト
候
テ
火
氈
ノ
鞍
覆
・
白
傘
袋
・
錦
ノ
半
袴
・
冠
木
門
ヲ
御
ユ
ル
シ
ヲ
蒙
テ
…

３
〔
走

衆

故

実
〕

は
し
り
し
ゅ
う
こ
じ
つ

か
み
し
も

一
（
略
）
烏
帽
子
（
か
け
ハ
心
の
ま
ゝ
也
）
、
上
下
に
て
、
引
を
さ
し
、
太
刀
を
は
き
、
か
へ
し
も
ゝ
だ
ち
を
と
り
て
参

（

返

股

立

）

一
か
へ
し
も
ゝ
だ
ち
の
取
様
、
あ
は
せ
の
時
も
か
た
び
ら
を
下
に
き
て
、
能
す
そ
よ
り
巻
あ
げ
て
と
る
べ
し
、
は
か
ま
も
よ
く
た
ゝ
み

（

返

股

立

）

（

帷

子

）

（

袴

）

あ
げ
た
る
が
よ
し

一
同
説
、
走
衆
六
人
よ
り
お
ほ
く
被
参
候
事
は
不
承
及
候

４
〔
伊
勢
貞
興
返
答
書
〕

い

せ

さ
だ
お
き
へ
ん
と
う
し
ょ

公
方
様
御
小
者
六
人
に
さ
た
ま
り
候



５
〔
御
供
故
実
〕

お

と
も

こ

じ
つ

一
御
供
之
時
、
馬
上
に
て
返
し
も
ゝ
だ
ち
の
事
、
嵯
峨
・
鞍
馬
・
高
雄
抔
へ
は
御
と
り
あ
る
べ
し

（

股

立

）

一
常
の
御
供
の
時
、
指
而
遠
く
候
は
ず
ハ
、

中

間
・
小
者
、
返
し
も
ゝ
だ
ち
は
と
り
候
間
敷
、
乍
去
中
間
ハ
不
苦
候

さ

し

て

ち
ゅ
う
げ
ん

こ

も
の

（

股

立

）

６
〔
満
済
准
后
日
記
〕
正
長
二
年
（
一
四
二
九
）
八
月
十
七
日
条

ま
ん
さ
い
じ
ゅ
ご
う

御
幤
広
橋
中
納
言
親
光
卿
こ
れ
を
取
り
進
む
と
云
々
。
先
々
は
神
主
直
に
こ
れ
を
進
め
了
ん
ぬ

じ
き

お
わ

７
〔
八
幡
社
参
記
〕
康
正
二
年
（
一
四
五
六
）

左
女
牛
若
宮
社
に
参
る
。
南
門
外
に
お
い
て
輿
を
下
り
る
（
沓
役
人
同
前
）
。
中
門
に
入
り
庭
中
の
座
に
着
す
（
於
座
後
脱
沓
）
、
中

さ

め

う
し

山
大
納
言
西
方
よ
り
進
み
出
、
神
主
所
持
の
幤
を
取
り
持
ち
来
る
。
予

跪

き
こ
れ
を
取
り
て
起
き
、
両
段
を
再
拝
す
。
畢
り
て
こ
れ

ぬ
さ

よ

ひ
ざ
ま
ず

お
わ

を
返
す
。
大
納
言
神
主
に
授
け
、
神
主
神
前
に
参
り
、
祝
い
を
申
し
畢
ん
ぬ
。
返
り
て
祝
拍
手
し
、
予
同
じ
く
拍
手
す
。

お
わ

８
「
六
条
八
幡
宮
御
拝
社
記
」
（
〔
醍
醐
寺
新
要
録
〕
）
暦
応
元
年
（
一
三
三
八
）
十
月

別
当
御
拝
社
、
暦
応
元
年
戊
丑
十
月
廿
二
日
午
剋
、
三
宝
院
僧
正
賢
（
俊
）
、
御
装
束
、
香
法
服
、
香
平
袈
裟
、
供
奉
従
僧
二
人

（
上
総
上
座
等
身
衣
、
指
貫
、
筑
前
寺
主
装
束
同
）
、
御
童
子
二
人
（
各
白
張
）
、
社
司
方
小
別
当
法
印
頼
順
（
鈍
色
・
五
帖
袈

さ
し
ぬ
き

に
び
い
ろ

裟
）
、
神
主
盛
房
（
束
帯
）
僧
名
公
文
国
憲
（
狩
衣
、
指
貫
）
、
祢
宜
盛
兼
（
装
束
同
）
、

か
り
ぎ
ぬ

一
行
列
次
第
、
如
先
例
（
自
北
僧
房
御
出
）
、
先
ず
宮
仕
六
人
二
行
、
次
に
御
力
者
十
二
人
、
次
に

預

、
次
大
童
子
二
人
、
次
に
従

み
や

じ

り
き
し
ゃ

あ
ず
か
り

お
お

ど
う

じ

僧
二
人
、
次
に
小
別
当
、
神
主
以
下
俗
官
、
御
後
、
兒
、
出
世
、
社
家
沙
汰
人
、
御
坊
御
侍
、
楼
門
よ
り
御
参
。
拝
殿
中
央
に
御
着

ち
ご

座
。

９
〔
若
宮
八
幡
宮
年
中
行
事
〕

十
四
日
、
神
楽
、
神
供
・
神
酒
を
献
ず
。
往
古
よ
り
相
撲
こ
れ
を
行
う
。
伶
人
舞
楽
こ
れ
を
行
う
。

十
五
日
、
放
生
大
会
、
卯
刻
に
神
供
神
酒
を
献
調
す
。

次
に
五
色
の
染
飯
神
供
を
献
ず
。
、

次
に
八
乙
女
の
神
楽
。
酉
刻
に
祝
詞
。

次
に
同
音
、
中

臣

秡
。

な
か
と
み
の
は
ら
い

次
に
音
楽
。

〔
八
幡
宮
社
参
記
〕
康
正
二
年
（
一
四
五
六
）

10

次
に
下
家
司
中
原
盛
富
、
幤
を
以
て
長
櫃
に
納
め
。
中
門
を
出
で
し
む
。
神
馬
同
じ
く
こ
れ
を
引
き
出
す
。

な
が
び
つ

し

ん

め

「
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
」
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
四
月
付

11

御
殿
、
拝
殿
、
小
神
、
楼
門
左
右
廻
廊
（
八
間
）
、
東
西
廻
廊
（
七
間
）
、
神
宮
寺
、
鐘
楼
、
御
倉
（
六
間
）
、
竃
神
殿
（
三
間
一

面
）
公
文
所
（
三
間
一
面
）
、
左
女
牛
面
築
地
覆
、

「
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
」
承
元
二
年
（
一
二
〇
八
）
閏
四
月
十
五
日
付

12

御
殿
、
拝
殿
、
少
神
、
四
足
門
、
唐
門
、
鳥
居
、
四
方
築
垣
、
楼
門
、
南
廻
廊
八
間
（
左
右
）
、
東
西
廻
廊
（
十
六
間
）
、
神
宮
寺

（
一
間
四
面
）
、
鐘
楼
、
竃
神
殿
、
公
文
所
、
僧
坊
（
六
間
一
面
）
、
御
倉
（
六
間
一
面
）
、
御
殿
後
屏
、
南
面
築
地
覆
、
東
北
二
町

植
竹
、
楽
屋
（
五
間
）
、
築
地
等
覆
、
北
面
上
土
門
二
宇
、
東
北
土
門
三
宇
、
屏
門
檜
垣
等
（
僧
坊
分
）
、
同
雑
舎
等
、
廻
廊
（
神
宮

寺
間
渡
殿
廊
）
、
廊
西
屏

「
室
町
幕
府
御
教
書
」
（
〔
三
宝
院
文
書
〕
）
応
永
五
年
（
一
三
九
八
）
十
二
月
十
四
日

13

六
絛
八
幡
宮
竃
神
殿
、
東
西
廻
廊
、
な
ら
び
に
小
神
社
壇
、
同
神
宮
寺
修
理
要
脚
の
事
。
摂
津
・
越
後
・
伊
与
三
ケ
国
の
段
銭
（
反
別

た
ん
せ
ん

五
疋
）
を
以
て
そ
の
足
に
付
け
ら
れ
る
な
り
。
早
く
存
知
せ
し
む
べ
き
の
由
、
仰
せ
下
さ
る
る
所
な
り
。
仍
て
執
達
件
の
如
し
。

そ
く

よ
つ

応
永
五
年
十
二
月
十
四
日

沙
弥
（
花
押
）

当
社
々
官
等
中

〔
雍
州
府
志
〕

14

時
に
社
前
に
大
恵
木
あ
り
。
頼
義
誓
い
て
曰
く
、
今
回
勝
利
を
得
る
こ
と
あ
ら
ば
、
こ
の
恵
木
の
実
、
地
に
落
ち
、

忽

に
一
夜
の
う

エ

ノ

キ

た
ち
ま
ち

ち
に
生
え
萌
こ
る
べ
し
。
果
た
し
て
蘗
を
生
ず
。
頼
義
こ
れ
を
悦
び
、
遂
に
大
勝
す
。

は
く



〔
人
賢
記
〕

15

敷
革
と
申
ハ
、
鹿
の
皮
に
て
こ
し
ら
へ
様
、
寸
法
等
有
之
、
又
ひ
き
し
き
と
申
ハ
、
常
に
付
候
を
申
候
也
。
豹
の
か
わ
ハ
、
平
人
は
斟

し
き
か
わ

（

拵

）

（

引

敷

）

つ
け

酌
之
事
ニ
候
。
三
職
ハ
御
用
候
。
ひ
き
し
き
ハ
寸
法
も
候
ま
し
く
候
歟
。
羦
の
革
た
る
へ
し
。
又
熊
の
皮
を
は
、
む
か
し
ハ
弾
正
官
の

（

引

敷

）

か

人
な
ら
て
ハ
御
用
無
之
候
。

こ
れ
な
く

〔
走
衆
故
実
〕

16

各
敷
皮
を
敷
、
太
刀
を
左
の
膝
の
上
に
置
、
足
半
を
バ
ぬ
ぎ
て
、
敷
皮
の
下
に
其
ま
ゝ
は
く
よ
う
に
置
。

あ
し
な
か

と
り
い
た
き

〔
鳥
板
記
〕

17
一
辻

堅
之
事
、
御
通
あ
る
横
小
路
の
方
を
け
い
こ
す
る
也
。
そ
の
方
に
幕
を
は
り
て
居
る
も
の
也
。
そ
の
と
き
の
幕
の
は
り
や
う
の
事
。

つ
じ
が
た
め

お

（

張

様

）

御
と
を
り
あ
る
方
に
ま
く
く
し
を
た
て
、
そ
の
御
通
あ
る
方
に
、
し
き
か
は
を
敷
、
太
刀
を
持
居
る
也
。
太
刀
を
左
の
ひ
さ
の
上
に
お

（

通

）

（

幕

串

）

（

敷

皮

）

も

ち

お

（

膝

）

き
て
居
る
也
。
扨
主
人
御
通
の
と
き
、
ま
く
も

あ

け
、
太
刀
を
し
き
か
は
の
上
に
置
、
敷
皮
よ
り
降
り
て
、
か
う
へ
を
地
に
つ
け
て
通

さ
て

（

幕

）

（
上
）

（

敷

皮

）

（

頭

）

し
申
也
。
御
通
あ
つ
て
頓
て
本
の
こ
と
く
ゐ
る
な
り
。
御
供
の
衆
の
と
き
は
、
し
き
か
は
の
上
に
居
へ
し
。
そ
の
ま
く
の
は
り
や
う
は

や
が

（

敷

皮

）

お
る

（

幕

）

（

張

様

）

そ
と
を
け
い
こ
の
故
也
。

（

外

）

〔
走
衆
故
実
〕

18
一
長
こ
ゆ
ひ
の
ゑ
ぼ
し
に
て

走

に
参
勤
例
事
。
慈
照
院
殿
様
御
代
に
も
、
藤
民
部
殿
十
六
歳
に
て
被
召
加
候
て
長
こ
ゆ
ひ
に
て
久

（

小

結

）

（

烏

帽

子

）

は
し
り

（
足
利
義
政
）

（

小

結

）

敷
祗
候
。

し
く

し

こ
う

〔
建
内
記
〕
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
六
月
二
十
四
日
条

19
甲
胄
を
着
す
る
武
者
数
十
人
乱
入
し
弑
し
奉
る
。
そ
の
時
管
領
已
下
着
座
の
諸
大
名
、
即
起
座
し
退
出
し
報
答
に
及
ば
ず
。

纔

に
大
内
介

し
い

い

か

わ
ず
か

・
京
極
加
賀
入
道
刀
を
抜
き
防
戦
す
。(

中
略)

そ
の
近
習
の
輩
、
細
川
下
野
守
・
山
名
中
務
大
輔
熈
貴
散
々
に
振
舞
う
。
中
務
大
輔
當

座
に
止
命
す
。
下
野
守
、
腕
を
打
ち
落
と
さ
れ
、
か
の
子
に
扶
け
ら
れ
退
出
し
了
ん
ぬ
。
走
衆
遠
山
な
ら
び
に
下
野
守
疵
を
被
り
帰
家
し

た
す

お
わ

死
去
す
。

〔
看
聞
御
記
〕
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
六
月
二
十
五
日
条

か
ん
も
ん
ぎ
ょ

き

20
廿
五
日
、
晴
。
昨
日
の
儀
、
あ
ら
あ
ら
聞
く
。
一
献
両
三
献
、
猿
楽
始
ま
る
の
時
分
、
内
方
と
ど
め
く
。
「
何
事
そ
」
と
御
尋
ね
あ
り
、

う
ち
か
た

轟

「
雷
鳴
か
」
な
ど
と
三
条
申
さ
る
る
の
処
、
御
後
の
障
子
を
引
あ
け
て
武
士
数
輩
出
て
、
す
な
わ
ち
公
方
を
討
ち
申
す
。
三
条
、
御
前
の

太
刀

（
御
引
出
物
に
進
む
る
太
刀
な
り
）
を
取
て
切
り
払
う
。
顛
倒
し
切
り
伏
せ
ら
る
。
山
名
大
輔
・
京
極
加
賀
入
道
・
土
岐
遠
山

（
走
衆
）
三
人
討
死
。
細
川
下
野
守
・
大
内
等
、
腰
刀
ば
か
り
に
て
振
舞
う
と
い
え
ど
も
敵
を
取
る
に
及
ば
ず
。
手
負
て
引
退
す
。
管
領

・
細
川
讃
州
・
一
色
五
郎
・
赤
松
伊
豆
等
ハ
逃
走
す
。
そ
の
外
の
人
々
、
右
往
左
往
し
逃
散
す
。
御
前
に
お
い
て
腹
を
切
る
人
な
し
。
赤

松
落
ち
行
き
、
追
い
懸
け
討
つ
人
な
し
。
い
う
ば
か
り
な
し
。
諸
大
名
同
心
歟
。
そ
の
意
を
得
ざ
る
こ
と
な
り
。
所
詮
、
赤
松
を
討
た
る

か

べ
き
御
企
露
顕
の
間
、

遮

っ
て
討
ち
申
す
と
云
々
。
自
業
自
得
。
果
た
し
て
無
力
の
事
歟
。
将
軍
か
く
の
ご
と
き
の
犬
死
、
古
来
そ
の
例

さ
え
ぎ

な
き
こ
と
な
り
。

〔
狂
言
集
成
〕

狂
言
「
釣

狐
」

つ
り
ぎ
つ
ね

21〔
猟
師
〕

先
づ
皮
を
剥
い
で
、
引
敷
に
致
す
。
身
は
料
理
し
て
食
べ
ま
す
る
。
骨
は
黒
焼
に
し
て
、
膏
薬
練
り
に
売
り
ま
す
る
。

ひ
つ
し
き

〔
日
欧
文
化
比
較
〕
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
著

22

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
わ
ず
か
に
足
の
中
程
し
か
な
い
履
物
を
履
い
て
い
た
ら
物
笑
い
に
な
る
。
日
本
で
は
そ
れ
は
立
派
な
こ
と
で
、

70

完
全
な
も
の
は
坊
主
と
婦
人
と
老
人
の
も
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
間
で
は
足
を
全
部
地
に
つ
け
て
歩
く
。
日
本
で
は
、
足
の
半
分
の
履
物
の
上
で
足
の
先
だ
け
で
歩
く
。

71〔
信
長
公
記
〕
天
正
元
年
（
一
五
七
三
）
八
月

23
去
程
に
信
長
年
来
御
足
な
か
を
御
腰
に
付
さ
せ
ら
れ
候
。
今
度
刀
根
山
に
て
、
金
松
又
四
郎
武
者
一
騎
山
中
を
追
懸
、
終
に
討
止
、
頸
を

（

半

）

お
い
か
け

持
参
候
、
其
時
、
生
足
（
ス
ア
シ
）
に
罷
成
、
足
ハ
く
れ
な
ゐ
に
染
て
参
り
候
御
覧
し
、
日
比
御
腰
に
付
さ
せ
ら
れ
候
御
足
な
か
、
此
時

（

紅

）

ひ

ご

ろ

（

半

）

御
用
に
立
ら
れ
候
由
御
諚
候
て
、
金
松
に
被
下
。

且

冥
加
の
至
り
面
目
の
次
第
也
。

く
だ
さ
る

か
つ
は

〔
翁

草
〕
（
神
沢
杜
口
著
、
安
永
元
年
〔
一
七
七
二
〕
）

お
き
な
ぐ
さ

か
ん
ざ
わ

と

こ

う

24
軍
中
の
履
物
の
事
、
（
中
略
）

戦
ひ
に
て
は
皆
足
半
を
履
く
事
也
。
其
所
以
は

働

の
間
に
草
鞋
の
中
へ
土
砂
入
て
働
の

碍

と
成
る

あ
し
な
か

ゆ

え

ん

は
た
ら
き

わ

ら

じ

さ
ま
た
げ

也
。
仍
て
各
足
半
を
履
く
事
也
。

あ
し
な
か


